
第一九六回 

閣第四四号 

   建築基準法の一部を改正する法律案 

第一条 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次のように改正する。 

  第三条第三項第二号中「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。 

  第十八条第二項に次のただし書を加える。 

   ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転し

ようとする場合（当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メート

ル以内である場合に限る。）においては、この限りでない。 

  第二十三条中「次条、」を削る。 

  第二十四条を削り、第二十四条の二を第二十四条とする。 

  第四十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「この章」を

「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項

の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章」に改め、同条第二項中「この

章」を「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九

第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章」に、「（前項」を「（同

項」に改め、同項ただし書中「がけ地」を「崖地」に改める。 

  第四十三条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

  一 その敷地が幅員四メートル以上の道（道路に該当するものを除き、避難及び通行

の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）に二メートル

以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し

国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火

上及び衛生上支障がないと認めるもの 

  二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に

適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 

  第四十三条に次の一項を加える。 

 ３ 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模

又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分

に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければなら

ない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道

路との関係に関して必要な制限を付加することができる。 

  一 特殊建築物 

  二 階数が三以上である建築物 

  三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 



  四 延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の

合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。）が千平方メートルを超

える建築物 

  五 その敷地が袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。）にの

み接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの（一戸建ての住宅

を除く。） 

  第四十三条の二中「前条第二項に規定する」を「前条第三項各号のいずれかに該当す

る」に改める。 

  第四十五条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「基く」を「基づく」に改

める。 

  第五十二条第三項中「（以下この項」の下に「及び第六項」を、「共同住宅」の下に

「若しくは老人ホーム等」を加え、同条第六項中「共同住宅」の下に「若しくは老人ホ

ーム等」を加える。 

  第五十六条の二第一項ただし書中「場合」の下に「又は当該許可を受けた建築物を周

囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内にお

いて増築し、改築し、若しくは移転する場合」を加える。 

  第八十五条第三項中「存続しよう」を「存続させよう」に改め、同項ただし書中「存

続する」を「存続させる」に改め、同条第五項中「類する仮設建築物」の下に「（次項

及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。）」を加え、「替えて」

を「代えて」に、「及び第三十五条の三」を「、第三十五条の三及び第三十七条」に改

め、同条に次の二項を加える。 

 ６ 特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由によ

り一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及

び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規

定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許

可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 

 ７ 特定行政庁は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審

査会の同意を得なければならない。 

  第八十七条第二項中「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項」に改め、同条第三

項中「第二十四条、」を削り、「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。 

  第九十九条第一項第八号中「、第二十四条」を削り、同項第十五号中「第二十四

条、」を削る。 

  第百一条第一項第八号中「又は第五項」を削り、同項中第十三号を第十五号とし、第

九号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の二号を加える。 

  九 第八十五条第四項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物

を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 



  十 第八十五条第五項又は第六項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設

興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

  第百五条第一号中「、第二十四条」を削る。 

  第百六条第一項第一号中「第十二条の三第三項」を「第十二条の三第四項（第八十八

条第一項において準用する場合を含む。）又は第八十八条第一項」に改める。 

  第百七条中「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。 

第二条 建築基準法の一部を次のように改正する。 

  目次中「防火地域」の下に「及び準防火地域」を加え、「第六十七条の二」を「第六

十六条」に、「第六十七条の三・第六十七条の四」を「第六十七条・第六十七条の二」

に改める。 

  第二条第六号中「の中心線」の下に「（ロにおいて「隣地境界線等」という。）」を

加え、同号ただし書を次のように改める。 

    ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。 

   イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これ

らに類するものに面する部分 

   ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において

発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土

交通大臣が定める部分 

  第三条第三項第二号中「、第六十一条若しくは第六十二条」を「若しくは第六十一

条」に改める。 

  第六条第一項第一号中「百平方メートル」を「二百平方メートル」に改める。 

  第八条第二項中「第十二条第一項に規定する」を「次の各号のいずれかに該当する」

に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物に

ついては、この限りでない。 

  第八条第二項に次の各号を加える。 

  一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める

もの 

  二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が

指定するもの 

  第八条に次の一項を加える。 

 ３ 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による

同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 

  第九条の三の次に次の一条を加える。 

  （保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言） 

 第九条の四 特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項



の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない

ものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安

上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建

築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該

建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

  第十条の見出しを「（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命

令）」に改め、同条第一項及び第三項中「第二章」を「次章」に改める。 

  第十二条第一項、第二項及び第四項中「置く市町村の」を「置く市町村が所有し、又

は管理する」に改める。 

  第十八条第一項中「第十条まで」を「第九条の三まで、第十条」に改める。 

  第十八条の三第一項中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改める。 

  第二十一条第一項を次のように改める。 

   次の各号のいずれかに該当する建築物（その主要構造部（床、屋根及び階段を除

く。）の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を

用いたものに限る。）は、その主要構造部を通常火災終了時間（建築物の構造、建築

設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間

をいう。）が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため

に主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものと

しなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術

的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。 

  一 地階を除く階数が四以上である建築物 

  二 高さが十六メートルを超える建築物 

  三 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十

三メートルを超えるもの 

  第二十三条中「第六十二条第二項」を「第六十一条」に改める。 

  第二十六条の見出しを「（防火壁等）」に改め、同条中「の防火壁」の下に「又は防

火床」を加え、同条ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「建築

物で、」の下に「次の」を加える。 

  第二十七条第一項第一号中「もの」の下に「（階数が三で延べ面積が二百平方メート

ル未満のもの（同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定める

ものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたもの

に限る。）を除く。）」を加え、同項第四号中「ないもの」の下に「（階数が三以下で

延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く。）」を加え、同条第三項第一号中「及

び」を「又は」に改める。 

  第三十条を次のように改める。 



  （長屋又は共同住宅の各戸の界壁） 

 第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなけ

ればならない。 

  一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないよ

うに低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適

合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認

定を受けたものであること。 

  二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。 

 ２ 前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常

生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性

能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用し

ない。 

  第三十六条中「防火壁」の下に「、防火床」を加える。 

  第四十八条第十五項本文中「よる許可」の下に「（次項において「特例許可」とい

う。）」を加え、「よる意見の聴取を行い」を「より意見を聴取し」に改め、同項ただ

し書を削り、同条第十六項中「前項」を「第十五項」に、「よる意見の聴取を行う」を

「より意見を聴取する」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項の次に次の一

項を加える。 

 16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の

規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同

項の規定による同意の取得を要しない。 

  一 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転（これらのうち、政令で定める場

合に限る。）について特例許可をする場合 

  二 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象によ

る住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられ

ているものの建築について特例許可（第一項から第七項までの規定のただし書の規

定によるものに限る。）をする場合 

  第五十三条第三項第一号を次のように改める。 

  一 防火地域（第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八と

されている地域を除く。）内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ

若しくはロのいずれかに該当する建築物 

   イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能（通常の火災による周囲への延

焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で

定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。）を有するものと

して政令で定める建築物（以下この条及び第六十七条第一項において「耐火建築



物等」という。） 

   ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定

める建築物（耐火建築物等を除く。第八項及び第六十七条第一項において「準耐

火建築物等」という。） 

  第五十三条第四項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第七項中

「又は第五項第三号」を「、第五項又は第六項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、

同条第六項中「耐火建築物」を「耐火建築物等」に、「すべて」を「全て」に改め、同

項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 ８ 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合に

おいて、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、

その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用す

る。 

  第五十三条第五項第一号を次のように改める。 

  一 防火地域（第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八と

されている地域に限る。）内にある耐火建築物等 

  第五十三条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上

支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわ

らず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすること

ができる。 

  一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と

認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線

を越えない建築物 

  二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能（密集市街地整備

法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。）の確保を図

るため必要な壁面の位置の制限（道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位

置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。

同号において同じ。）が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定

められた限度の線を越えない建築物 

  三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域

（特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に

限る。）における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定めら

れた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建

築物 

  第五十三条の二第一項第一号中「前条第五項第一号」を「前条第六項第一号」に改め

る。 



  第三章第五節の節名を次のように改める。 

     第五節 防火地域及び準防火地域 

  第六十一条を次のように改める。 

  （防火地域及び準防火地域内の建築物） 

 第六十一条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のお

それのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床そ

の他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するた

めにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の

規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただ

し、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物（木造建

築物等を除く。）に附属するものについては、この限りでない。 

  第六十二条を削り、第六十三条を第六十二条とし、第六十四条を削り、第六十五条を

第六十三条とする。 

  第六十六条中「こえる」を「超える」に、「おおわなければ」を「覆わなければ」に

改め、同条を第六十四条とし、第六十七条を第六十五条とし、第六十七条の二を第六十

六条とする。 

  第六十七条の三第一項中「耐火建築物又は準耐火建築物」を「耐火建築物等又は準耐

火建築物等」に改め、同項ただし書を次のように改める。 

   ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

  一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防

火構造のもの 

  二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが

少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに

類する構造のもの 

  三 高さ二メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの 

  四 高さ二メートル以下の門又は塀 

  第六十七条の三第四項中「第六十七条の三第三項」を「第六十七条第三項」に改め、

第三章第五節の二中同条を第六十七条とし、第六十七条の四を第六十七条の二とする。 

  第六十八条の二第四項中「第六十七条」を「第六十五条」に改める。 

  第六十八条の三第二項中「及び第六項」を「、第七項及び第八項」に改める。 

  第六十八条の八中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改める。 

  第六十八条の二十六中「第六十七条の二及び第六十七条の四」を「第六十六条及び第

六十七条の二」に改める。 

  第七十七条の十八第一項及び第七十七条の三十五第二項第一号中「第八十七条の二」

を「第八十七条の四」に改める。 



  第八十四条の二中「から第六十四条まで並びに第六十七条の三第一項」を「、第六十

二条並びに第六十七条第一項」に改める。 

  第八十五条第一項中「、その」を「、非常災害区域等（非常災害が」に、「ものの」

を「ものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。）」に改め、同条第二項ただし

書中「第六十三条」を「第六十二条」に改める。 

  第八十五条の二中「から第六十四条まで、第六十七条の三第一項」を「、第六十二条、

第六十七条第一項」に改める。 

  第八十五条の三中「から第六十四条まで及び第六十七条の三第一項」を「、第六十二

条及び第六十七条第一項」に改める。 

  第八十六条第一項中「第六十二条第二項、第六十四条」を「第六十一条」に改める。 

  第八十六条の四第一項中「、第六十二条第一項又は第六十七条の三第一項」を「又は

第六十七条第一項」に改め、同条第二項を削る。 

  第八十六条の七第一項中「及び第八十七条」を「、第八十七条及び第八十七条の二」

に、「第六十二条第一項、第六十七条の三第一項」を「第六十七条第一項」に改め、同

条第三項中「防火壁」の下に「、防火床」を加える。 

  第八十六条の八の見出し中「分けて」の下に「増築等を含む」を加える。 

  第八十六条の九第二項中「第六十七条の三第四項」を「第六十七条第四項」に、「第

六十七条の三第三項」を「第六十七条第三項」に改める。 

  第八十七条第三項中「条例の規定」の下に「（次条第一項において「第二十七条等の

規定」という。）」を加える。 

  第八十七条の二中「前条第一項」を「第八十七条第一項」に改め、同条を第八十七条

の四とし、第八十七条の次に次の二条を加える。 

  （既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合

の制限の緩和） 

 第八十七条の二 第三条第二項の規定により第二十七条等の規定の適用を受けない一の

建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合（第八十六条

の八第一項に規定する場合に該当する場合を除く。）において、特定行政庁が当該二

以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第三条第二

項及び前条第三項の規定の適用については、第三条第二項中「建築、修繕若しくは模

様替の工事中の」とあるのは「第八十七条の二第一項の認定を受けた全体計画に係る

二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条第三項中「準用する」

とあるのは「準用する。ただし、次条第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の

工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。 

  一 一の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築

物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。 

  二 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建



築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。 

  三 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及

び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並び

に衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。 

 ２ 第八十六条の八第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。 

  （建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩

和） 

 第八十七条の三 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用

途を変更して災害救助用建築物（住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地

方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。第三項及び第

百一条第一項第十六号において同じ。）として使用するとき（その災害が発生した日

から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。）における当該災害救助用建

築物については、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、非常災害区域等のう

ち防火地域内にある建築物については、この限りでない。 

 ２ 災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物（学校、集会場

その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。次項及び第百一条第

一項第十六号において同じ。）として使用するときにおける当該公益的建築物につい

ては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条、第二十二条、第二十六条、第三

十条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条（第二十一条、第二十六条、第三

十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。）、第三十九条、第四十条、第三章

並びに第八十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 

 ３ 建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした

者は、その用途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建

築物又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとな

る日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をし

た場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないとき

は、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益

的建築物として使用することができる。 

 ４ 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができ

る。 

 ５ 特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等（興行場、博覧会建築物、店舗そ

の他これらに類する建築物をいう。以下同じ。）とする場合における当該興行場等に

ついて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、一年以内の期間（建築

物の用途を変更して代替建築物（建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従

前の建築物に代えて使用する興行場、店舗その他これらに類する建築物をいう。）と



する場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と

認める期間）を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することが

できる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条、第二十

二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条、第三十四条第二項、第三十五条の二、

第三十五条の三、第三章及び第八十七条第二項の規定は、適用しない。 

 ６ 特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等（国際的な規模の会議又は競

技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある興

行場等をいう。以下この項において同じ。）とする場合における当該特別興行場等に

ついて、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める

ときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定

めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。この

場合においては、同項後段の規定を準用する。 

 ７ 特定行政庁は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審

査会の同意を得なければならない。 

  第八十八条第三項中「第六十六条」を「第六十四条」に改める。 

  第九十一条中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条第一項」に改める。 

  第九十三条第一項ただし書及び第四項並びに第九十四条第一項中「第八十七条の二」

を「第八十七条の四」に改める。 

  第九十八条第一項第三号及び第五号中「防火壁」の下に「、防火床」を加える。 

  第九十九条第一項第一号から第三号までの規定中「第八十七条の二」を「第八十七条

の四」に改め、同項第八号中「から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の三第一

項」を「、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項」に改める。 

  第百一条第一項第三号中「第六十七条の三第三項」を「第六十七条第三項」に改め、

同項第十五号中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改め、同号を同項第十八号

とし、同項第十四号の次に次の三号を加える。 

  十五 第八十七条の三第三項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管

理者又は占有者 

  十六 第八十七条の三第四項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築

物を災害救助用建築物又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の

所有者、管理者又は占有者 

  十七 第八十七条の三第五項又は第六項の規定により特定行政庁が定めた期間を超え

て当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者

又は占有者 

  第百三条第一号及び第三号中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改め、同条

第四号中「第八十六条の八第四項」の下に「（第八十七条の二第二項において準用する

場合を含む。）」を加える。 



  第百五条第一号中「防火壁」の下に「、防火床」を加え、「から第六十四条まで、第

六十六条又は第六十七条の三第一項」を「、第六十二条、第六十四条又は第六十七条第

一項」に改める。 

  別表第一中「第六条」の下に「、第二十一条」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第四条の規定 公布の日 

 二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第九条及び第十五条（高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の

改正規定に限る。）の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政

令で定める日 

 （経過措置） 

第二条 第一条の規定の施行の際現に存する同条の規定による改正前の建築基準法（次項

において「旧法」という。）第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するものは、第

一条の規定による改正後の建築基準法（次項において「新法」という。）第四十二条第

一項第三号に掲げる道に該当するものとみなす。 

２ 第一条の規定の施行の際現に存する旧法第四十二条第二項に規定する道に該当するも

のは、新法第四十二条第二項に規定する道に該当するものとみなす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 （検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後

の建築基準法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 （消防法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部改正） 

第六条 次に掲げる法律の規定中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改める。 

 一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第七条第一項ただし書 

 二 沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）第三十五条の五 

 （自衛隊法の一部改正） 

第七条 自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）の一部を次のように改正する。 



  第百十五条の七中「、建築基準法」を「建築基準法」に改め、「規定を」の下に「、

当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当

該他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文及び第四項

の規定を、それぞれ」を加え、「同条第三項本文」を「同法第八十五条第三項本文」に

改め、「平成十五年法律第七十九号」の下に「。以下「事態対処法」という。」を、

「おいても」と、」の下に「同項本文及び同法第八十七条の三第三項本文中」を、「そ

の許可」」の下に「と、同項本文中「その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあ

るのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定によ

る撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後にお

いても」」を加える。 

 （沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正） 

第八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号）の一

部を次のように改正する。 

  第百四十八条第二項中「第六十六条」を「第六十四条」に改める。 

 （都市緑地法の一部改正） 

第九条 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）の一部を次のように改正する。 

  第四十二条第四号中「第八十五条第五項」の下に「又は第六項」を加える。 

 （建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正） 

第十条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）の一部を次

のように改正する。 

  第十七条第三項第四号中「、第六十一条又は第六十二条第一項」を削り、同項第六号

中「の建ぺい率」を「の建蔽率」に、「「建ぺい率関係規定」を「「建蔽率関係規定」

に改め、同号イ中「建ぺい率関係規定」を「建蔽率関係規定」に改め、同条第七項中「、

第六十一条又は第六十二条第一項」を削り、同条第九項中「建ぺい率関係規定」を「建

蔽率関係規定」に改める。 

 （特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部

改正） 

第十一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

（平成八年法律第八十五号）の一部を次のように改正する。 

  第一条中「存続期間」を「存続期間等」に改める。 

  第八条の見出し中「存続期間」を「存続期間等」に改め、同条中「第八十五条第一

項」の下に「若しくは第八十七条の三第一項」を加え、「同条第二項」を「同法第八十

五条第二項若しくは第八十七条の三第二項」に、「同条第四項」を「同法第八十五条第

四項又は第八十七条の三第四項」に、「当該被災者」を「、当該被災者」に、「存続さ

せる」を「存続させ、又はその用途を変更して当該被災者の居住の用に供する住宅とし

た建築物を引き続き当該被災者の居住の用に供する住宅として使用する」に、「同項の



規定」を「これらの規定」に、「同項の許可」を「これらの規定による許可」に改める。 

 （密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正） 

第十二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十

九号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第八号及び第九号を次のように改める。 

  八 耐火建築物等 建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等を

いう。 

  九 準耐火建築物等 建築基準法第五十三条第三項第一号ロに規定する準耐火建築物

等をいう。 

  第五条第一項第二号並びに第四十五条第一項第二号及び第二項第一号中「耐火建築物

又は準耐火建築物」を「耐火建築物等又は準耐火建築物等」に改める。 

  第百十八条第一項第一号ロ中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条第一項」に改

め、同項第二号中「耐火建築物（」を「耐火建築物等（」に改め、「受けている」の下

に「同法第二条第九号の二に規定する」を加え、「同法第二条第七号」を「同条第七

号」に、「準耐火建築物」を「準耐火建築物等」に改め、同項第三号イ中「第六十七条

の三第三項」を「第六十七条第三項」に、「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

 （都市再生特別措置法の一部改正） 

第十三条 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）の一部を次のように改正す

る。 

  第十九条の十七第三項中「第八十六条の八第一項」の下に「若しくは第八十七条の二

第一項」を加え、同条第四項中「若しくは第八十六条の八第一項」を「、第八十六条の

八第一項若しくは第八十七条の二第一項」に改める。 

 （武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正） 

第十四条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法

律第百十二号）の一部を次のように改正する。 

  第八十九条第三項中「、都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、「について」の

下に「、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は都道府県知

事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の

収容施設等について、それぞれ」を加える。 

 （高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正） 

第十五条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を次のように改

正する。 

  第二十三条第一項中「車いす」を「車椅子」に改め、「、第六十一条及び第六十二条

第一項」を削る。 

  第二十四条中「共同住宅」の下に「及び老人ホーム等」を加える。 

 （新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正） 



第十六条 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）の一部

を次のように改正する。 

  第四十八条第四項中「、特定都道府県知事」を「特定都道府県知事」に改め、「につ

いて」の下に「、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は特

定都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における

当該臨時の医療施設について、それぞれ」を加え、「、建築基準法」を「、同法」に改

め、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の下に「（平成二十四年法律第三十一

号）」を加え、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するも

のの」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、」を「非常災害区域等（非常災害が

発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条

の三第一項において同じ。）」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、同項及び同

法第八十七条の三第一項中」に改め、「された日」と、」の下に「同項中「非常災害が

あつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に

より新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「非常災害区域等」とあるのは

「同項第二号に掲げる区域」と、」を加える。 



     理 由 

 最近における建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築

するため、木造建築物の耐火性能に係る制限の合理化、建築物の用途の制限に係る特例許

可手続の簡素化、維持保全に関する計画等を作成すべき建築物の範囲の拡大等の措置を講

ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


